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常陸太田市



プロフィール

常陸太田市の鶴とは…

常陸太田市に昔から住んでいた鶴。
最近のゆるキャラブームに影響され下界へ降りてきたらしい。
年齢、性別、家族構成等よくわかっていないが、只今絶賛婚活中ということだけは判明。
好きな食べ物は常陸太田市が発祥の「常陸秋そば」と、名産である「巨峰」。
休日には趣味で始めたそば打ちに精を出し、中々の腕前と評判。秋のぶどう狩りは常に一番乗りを目指す。
子どもと遊ぶのが大好きで、将来、子育てには自信あり。
よく子じょうづると遊んでいるのを見かけるが、姪っ子（？）との噂。
性格は寡黙で無表情だが心は温厚。しかしその性格の裏返しなのか、シニカルな発言「～すぎ」が目立つ。
将来は結婚したいし、子どももたくさん欲しい。常陸太田市にたくさん人が住んでくれるのが今の夢。

「常陸太田市公式マスコットキャラクター」兼「子育て上手常陸太田宣伝部長」として活動している。

常陸太田市 > 暮らし > 市政情報 > 市の紹介 > 市章
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/index.php?code=27

常陸太田市＞観光 > 観（観る）> 史跡 > 舞鶴城（太田城）跡
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/index.php?code=221

リンク

姪っ子（？）



このデザインマニュアルは常陸太田市公式マスコットキャラクター｢じょうづるさん｣
を、より多くの方々にご利用していただくために規定したものです。
事業に対してイメージの統一化を保つために、マスコットキャラクター「じょうづるさ
ん」をご利用の際は、このデザインマニュアルに沿ってご使用いただきますようお願い
いたします。

はじめに

常陸太田市の市章のモチーフになっている「鶴」をキャラクターにしています。
この「鶴」は市街地北部に位置する「舞鶴城」から。
舞鶴城は太田城の通称で、佐竹氏約 470 年間の居城。佐竹氏三代隆義が入城する日に、鶴が城の上空を舞いながら飛ん
でいたことから「舞鶴城」と呼ばれるようになりました。
常陸太田市の子育てに関する事業である「子育て上手常陸太田」の「上手」と「鶴」で「じょうづるさん」と命名しています。
特徴である「シニカル」な部分を表現するために、体色を「黒」、顔は「無表情」、そして「～すぎ。」という「じょうづる語」
を発します。

デザインコンセプト

市章 「じょうづるさん」
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常陸太田市 > 暮らし > 市政情報 > 市の紹介 > 市章
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/index.php?code=27

常陸太田市＞観光 > 観（観る）> 史跡 > 舞鶴城（太田城）跡
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/index.php?code=221

関連アドレス

「じょうづる」「鶴」＋ ＝「上手」



マスコットキャラクター
常陸太田市公式

じょうづるさん

使用例

・「じょうづるさん」に関する著作権は、常陸太田市に属します。ご使用する際には、
常陸太田市の承認を受けてください。

・「じょうづるさん」をご使用の際には「常陸太田市公式マスコットキャラクター　じょ
うづるさん」の表示をしてください。余白がなければ省略可能です。

・「じょうづるさん」は、次の「使用にあたっての禁止事項」を確認の上、正しくご使
用願います。

・「じょうづるさん」の表示色はこのマニュアルの指定色、または単色をご使用ください。
・「じょうづるさん」に噴出しをつける場合は、下記「『じょうづる語』について」を参照し、

極力準じてください。
・「じょうづるさん」の立体化（フィギュアやぬいぐるみ等）でのご使用が可能です。
・「じょうづるさん」を利用した販売目的の物品は事前に常陸太田市にお問い合わせく

ださい。

「じょうづるさん」の写真に関して

「じょうづるさん」の着ぐるみ等の写真の使用については、
「使用に際しての留意事項」に準じます。

「じょうづるさん」のロゴに関して

ロゴのご利用もできます。
右記カラー指定を参照ください。

使用に際しての留意事項

「じょうづるさん」は独特のセリフを発します。
語尾に「～すぎ。」とつけるのが望ましいです。
噴出しの大きさ、罫、文字の字体等のデザインは自由です。

「じょうづる語」について
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「じょうづるさん」ロゴ

C0 M0 Y0 K100
DIC582

文字

C0 M16 Y100 K0
DIC125

くちばし

参考例

言わなすぎ。見すぎ。 聞きすぎ。



例）長体をかける 例）平体をかける

例）顔に眉毛を加える

例）指定したデザインカラ―以外の色を使用

例）指を加える

使用にあたっての禁止事項

たて・よこ比率を変えて使用すること。

例）顔が黒い

デザインの一部を省略したり、変更して使用すること。

「じょうづるさん」のコンセプトに適さない変更はご遠慮ください。
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派手すぎ。



こちらの基準色に準じてご使用ください。

C0 M0 Y0 K100
DIC582

体、目

C0 M0 Y0 K0
DIC583

顔

C13 M100 Y100 K0
DIC2495

頭頂部

C0 M16 Y100 K0
DIC125

くちばし

ポーズ集

デザインカラー 4

A-01 A-02 A-03 A-04 A-05

A-06 A-07 A-08 A-09 A-10

A-11 A-12 A-13 A-14 A-15



デザインカラー ( 単色 )
以下のデザインは黒色のご使用例です。単色の場合は他の色でもご使用できます。

K100
体、目

K0
顔

K70
頭頂部

K30
くちばし

ポーズ集
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B-01 B-02 B-03 B-04 B-05

B-06 B-07 B-08 B-09 B-10

B-11 B-12 B-13 B-14 B-15



常陸太田市役所　政策推進室 広報広聴課
〒313-8611　常陸太田市金井町 3690　TEL：0294-72-3111（内線 303・304）

その他 6

マスコットキャラクターのご利用について、ご不明な点がありましたら、

までお問合せください。


